
納税のお知らせ納税のお知らせ

納期限：納期限：33月月3131日日 (( 火火 ))
・介護保険料 随 1期
 ▶高齢者支援課課 介護保険料係 ☎ 73-1964( 内 285)
・後期高齢者医療保険料 9期
 ▶国民健康保険課 後期高齢者医療係
　　　　　　　　　　   ☎ 73-1973( 内 210～ 212)

相談コーナー相談コーナー
3月の国民健康保険税
「夜間」納付（相談）窓口開設日時
・3月12日 (木 )17 時 15分～ 19時時
・場所：平良庁舎 2階　国民健康保険課
・お問合せ：賦課徴収係　☎ 73-1973

ふれあい総合相談支援センター
・一般相談 (月〜金 /10 時～ 16時 )
・医療 /法律相談 (要予約 )
・場所：社会福祉協議会 下地支所☎ 76-2270( 代表 )
無料人権相談
・3月17日 (火 ) 13 時半～ 16時
          　　     　　　　　　場所：平良庁舎 2階会議室
  ・お問合せ：市民生活課　☎ 73-2695
女性相談室
  ・毎週 月〜金 9 時～ 17時
  ・場所：平良庁舎 4階 女性相談室   ☎ 73-1947
消費者相談窓口
・平日：10時～ 12時 /13 時～ 16時
 ・場所：市民生活課　☎ 73-2695
   ・消費者ホットライン☎ 188
夜間「暮らしの無料消費者相談」
・日時：3月11日 (水 )、25日 (水 )
                              　　　　18時～ 20時　※要予約
 ・場所：沖縄県宮古合同庁舎 1階
                                    　　　行政情報コーナー
・お問合せ：市民生活課        ☎ 73-2695・お問合せ：市民生活課        ☎ 73-2695
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小児（11歳以下）、障がいのある  
 方の航空運賃が還付できます！

広
　
告

* 消費者相談* 消費者相談 Q&A　Q&A　迷ったら相談しよう！ *迷ったら相談しよう！ *

ネット通販の定期購入トラブル ～クーリング・オフできないの？～

○ネット通販でお試し 500円のサプリメントを注文した後に、ネットの口コミ情報で、○ネット通販でお試し 500円のサプリメントを注文した後に、ネットの口コミ情報で、
商品はお試しの一回だけでなく、4回の定期継続で総額 3万円近くもする商品と知り、商品はお試しの一回だけでなく、4回の定期継続で総額 3万円近くもする商品と知り、
慌ててHPの利用規約を確認したら定期購入になっていた。読まずにチェックして注文慌ててHPの利用規約を確認したら定期購入になっていた。読まずにチェックして注文
してしまった。クーリング・オフできませんか？してしまった。クーリング・オフできませんか？

ネット通販の定期購入トラブル ～クーリング・オフできないの？～

沖縄県消費生活センター宮古分室 ☎ 72-0199　▶相談時間：平日 9 時 ~12時／ 13時 ~16時

●通信販売は、基本的にクーリング・オフの適用はありません。解約・返品については、●通信販売は、基本的にクーリング・オフの適用はありません。解約・返品については、
業者の利用規約や特約事項に従うことになります。注文前に利用規約や特約事項をきちん業者の利用規約や特約事項に従うことになります。注文前に利用規約や特約事項をきちん
と読みましょう。業者には、注文前の広告画面や注文フォーム、最終確認画面で定期購入と読みましょう。業者には、注文前の広告画面や注文フォーム、最終確認画面で定期購入
の総額をきちんと知らせる義務があります。広告サイトや注文フォームを保存しているとの総額をきちんと知らせる義務があります。広告サイトや注文フォームを保存していると
確認できます。迷ったら早めに相談してね！確認できます。迷ったら早めに相談してね！

問  

不動産公売のお知らせ

広報 3月号　1213　広報 3月号

　下記の日程で、差し押さえた不動産の公売を　下記の日程で、差し押さえた不動産の公売を
実施します。詳しい内容は、納税課までお問い実施します。詳しい内容は、納税課までお問い
合わせください。合わせください。
【日時】【日時】3月3日（火）14時～ 14時半
　　※ 13時 45分より公売の説明を行います。
【公売の方法】【公売の方法】入札入札
【場所】【場所】平良庁舎 2階会議室平良庁舎 2階会議室
【公売保証金納付】【公売保証金納付】3 月 3日入札前3月 3日入札前
※公売対象物件等の詳細については、平良庁舎※公売対象物件等の詳細については、平良庁舎
　前の掲示板またはホームページをご覧下さい。　前の掲示板またはホームページをご覧下さい。

問  納税課 滞納整理係 ☎ 73-5229

【対象運賃種別】【対象運賃種別】
①離島割引運賃 ②小児普通運賃 ③障がい者割引①離島割引運賃 ②小児普通運賃 ③障がい者割引
※『先得割』、『得割』等は対象外です。※『先得割』、『得割』等は対象外です。
【請求に必要なもの】【請求に必要なもの】
・「搭乗券原本」または「ご搭乗案内原本」・「搭乗券原本」または「ご搭乗案内原本」
　無い場合は、「搭乗者名・搭乗日・運賃種別明　無い場合は、「搭乗者名・搭乗日・運賃種別明
　記の領収書＋搭乗証明書」または「eチケット　記の領収書＋搭乗証明書」または「eチケット
　お客様控え＋搭乗証明書」　お客様控え＋搭乗証明書」
・離島住民割引運賃カード（搭乗時有効期限内）・離島住民割引運賃カード（搭乗時有効期限内）
・還付金を振り込む口座の通帳・還付金を振り込む口座の通帳
・窓口に来る方の本人確認書類（免許証 等）・窓口に来る方の本人確認書類（免許証 等）
・障がい者手帳　・印鑑（シャチハタ不可）・障がい者手帳　・印鑑（シャチハタ不可）
【請求期限】【請求期限】
①平成 31年 4月 1日～令和 2年 3月 31日搭乗分①平成 31年 4月 1日～令和 2年 3月 31日搭乗分
　➡➡令和 2年令和 2年4月3日（金）16時締め切り
②3月中に那覇、石垣に行き４月に帰った場合② 3月中に那覇、石垣に行き４月に帰った場合
　➡➡令和 2年令和 2年4月30日（木）締め切り

問  地域振興課 ☎ 73-4905

 方の航空運賃が還付できます！

　宮古島農業振興地域整備計画総合見直しの実　宮古島農業振興地域整備計画総合見直しの実
施にあたり、市民の皆様の編入・除外・用途変施にあたり、市民の皆様の編入・除外・用途変
更の要望を受付ます。更の要望を受付ます。
※但し、必ずしも同意できるとは限りません。※但し、必ずしも同意できるとは限りません。
【地域説明会】【地域説明会】3月10日～17日
　　（各地区ごとの会場や時間は農政課で確認）
【要望受付】【要望受付】4月1日～5月29日
　　　　　　　　※要望書は、3月 23日より配布します。※要望書は、3月 23日より配布します。
【編入】【編入】農用地区域外の農地に補助事業を導入し農用地区域外の農地に補助事業を導入し
たい場合（基盤整備事業、畜舎・堆肥舎、園芸たい場合（基盤整備事業、畜舎・堆肥舎、園芸
施設（ハウス）、農機具倉庫　等）施設（ハウス）、農機具倉庫　等）
【除外】【除外】農用地区域内の土地を農業以外の目的に農用地区域内の土地を農業以外の目的に
利用したい場合（住宅、アパート、ホテル、公利用したい場合（住宅、アパート、ホテル、公
共施設、墓地、事業所、資材置き場　等）共施設、墓地、事業所、資材置き場　等）
【用途変更】【用途変更】
農地を農業用施設として利用したい場合（畜舎・農地を農業用施設として利用したい場合（畜舎・
堆肥舎、農機具倉庫、農産加工施設　等）堆肥舎、農機具倉庫、農産加工施設　等）

※農業用地からの除外については、下記の 5※農業用地からの除外については、下記の 5
　つの要件すべてを満たす必要があります。　つの要件すべてを満たす必要があります。

①必要性が高く、農用地区域以外に代替すべき①必要性が高く、農用地区域以外に代替すべき
　土地がないこと。　土地がないこと。
②農地の集団性、効率的な土地利用に支障がな②農地の集団性、効率的な土地利用に支障がな
　いこと。　いこと。
③効率的かつ安定的な農業経営を営むもの（認③効率的かつ安定的な農業経営を営むもの（認
　定農業者等）に対する農地利用の集積に支障　定農業者等）に対する農地利用の集積に支障
　を及ぼすおそれがないこと。　を及ぼすおそれがないこと。
④ため池、水路、農道等への支障がないこと。④ため池、水路、農道等への支障がないこと。
⑤農業生産基盤整備事業完了後 8年を経過して⑤農業生産基盤整備事業完了後 8年を経過して
　いること。　いること。

【【受付場所及び要望書配布受付場所及び要望書配布】】
市役所上野庁舎農政課市役所上野庁舎農政課
（宮古島市上野字上野（宮古島市上野字上野
　　　395番地の 1）　　　395番地の 1）

農振農用地の変更要望を受け付けます！ 問  農政課 ☎ 76-6840

軽自動車の名義変更・廃車等の
 手続きは、3月中に！

　4月 1日時点での、所有者に軽自動車税が課　4月 1日時点での、所有者に軽自動車税が課
税されます。名義変更・廃車等の手続きがある税されます。名義変更・廃車等の手続きがある
方は、3月中にお願いします！方は、3月中にお願いします！
【50cc ～ 125cc 原動機付き【50cc ～ 125cc 原動機付き
　自転車・ミニカー小型特殊自動車】　自転車・ミニカー小型特殊自動車】
➡税務課（☎ 72-0841）または
　各支所までご連絡ください。

【126cc 以上のバイク】【126cc 以上のバイク】
➡宮古運輸事務所（☎ 050-5540-2091）
【軽自動車】【軽自動車】
➡軽自動車検査協会　宮古分室
　　　　　　　　  （☎ 050-3816-3127）


